
 

 

仕 様 書 

 

 

契 約 番 号  令和７年度 工第２３号 

工 事 名 称  取水井ホイスト更新工事 

工 事 場 所  下坂浜浄水場 

 

 

当該工事の施行にあたっては、本仕様書を遵守すること。 

 

１－１（現場代理人および監理技術者） 

１．現場代理人および監理技術者（主任技術者）は、本工事と同等の工法で相当の経験を有 

するものでなければならない。 

２．請負契約約款第１０条に定める本工事の監理技術者または主任技術者は、本工事の請負 

人と直接的な雇用関係にあるものとする。 

また、健康保険証の写し等を現場代理人等届に添付して提出しなければならない。 

変更が生じた場合は速やかに現場代理人等変更届を提出し同様の確認を受けなければ

ならない。 

３．現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為 

を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現

場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなければなら

ない。なお、現場代理人の常駐義務とは当該現場のみを担当しているだけでなく、さらに

作業期間中、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることである。 

４．現場代理人と主任技術者または監理技術者を兼ねることができる。 

５．建設業法（第２６条）による主任技術者の資格は、以下のとおりである。 

１）実務経験年数による場合は、経歴書を提出すること。 

        ①大学卒〔指定学科〕   ３年以上の実務経験 

        ②高校卒〔指定学科〕   ５年以上の実務経験 

        ③そ の 他      １０年以上の実務経験 

２）資格等による場合は、資格者証の写しを添付すること。 

      ①建設業法「技術検定」 

 

１－２（施工計画） 

１．着工に先立ち、「滋賀県施工計画書作成要領」に基づき、次の事項を記載した施工計画 

書を作成し、監督員に提出する。 

ただし、簡易な工事等で、監督員と協議し、確認を得た事項については省略できる。 

     ａ）工事概要     ｂ）実施工程表      ｃ）現場組織表 

     ｄ）主要機械     ｅ）主要資材      ｆ）施工方法（含下請） 

    ｇ）残土処分     ｈ）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 



 

 

        ｉ）施工管理計画   ｊ）安全管理      ｋ）交通管理 

    ｌ）緊急時の体制   ｍ）仮設備計画     ｎ）環境対策 

    ｏ）現場作業環境の整備   ｐ）その他 

２．施工計画書に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更に関連するものに 

ついて変更施工計画書を作成し、提出する。 

３．工事用仮設物及び工法は、特に設計図書に指示されたものを除き、請負人の責任におい 

て選択するものとする。 

４．監督員が特に指示した事項については、更に詳細な施工計画書を作成し、提出する。 

 

１－３（工事の下請負人通知書） 

１．工事の一部分を下請けさせる場合、必ず建設工事下請負人通知書を提出し企業団監督員 

の承諾を得ること。しかし工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、請け負わせ

てはならない。 

２．前項の規定により通知した事項の変更があったときはすみやかに変更届を提出すること。 

 

１－４（損害賠償） 

工事の施行に伴い通常発生する物件等の破損の補修費および騒音・振動・濁水・交通障害

等による事業損失にかかる補償は、請負人の負担において行わなければならない。 

また、本工事完了後においても明らかに本工事に起因する物件及び構造物等の破損の補償

及び修理は、すべて本工事請負人の負担で行わなければならない。 

 

１－５（コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録） 

請負人は、受注時または変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事に

ついて、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に

工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員

にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、

祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、

祝日等を除き１０日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１

０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額５００万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・

訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負

代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズ登録時に監督職員にメール送

信される。 

なお、変更時と工事完成時の間が１０日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満

たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 

 

１－６（その他） 

１． 請負人は、地方公共団体、地域住民と、工事の施行に必要な交渉を自らの責任におい



 

 

て行うものとする。請負人は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に

当たっては誠意をもって対応しなければならない。 

２． 請負人は、工事の施行にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなけれ

ばならない。また、工事の施行に関して苦情があった場合には、誠意をもってその解決

にあたらなければならない。 

３． 請負人は、前項までの交渉などの内容は、後日紛争とならないよう文書で明確にして

おくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

４． 請負人は、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに警察に通報するととも

に監督員に報告すること。 

 

２－１（工事期間） 

 契約日の翌日から令和８年２月２７日まで 

 

２－２（工事概要） 

取水井ホイストの更新…1台 

 

２－３（工事内容等） 

１.工事内容 

・取水井に設置してある除藻カゴのつり上げに使用している既存ホイストの更新 

 既設ホイスト仕様：株式会社キトー製 ＥＳ３Ｂ－８６３ 

     ４点押しボタン式 定格荷重２．０ｔ 揚程１９ｍ 

 

２.機器仕様 

・設置するホイストの仕様 

株式会社キトー製 ＥＲ２Ｍ０２０Ｓ－Ｌ 

 非常停止＋４点押しボタン式（上下１速、横行１速） 

  定格荷重２．０ｔ 揚程１９ｍ 

  ＊本体をレールに取付け、目付き下フックと除藻カゴの吊り金具を既存シャックル 

を用いて緊締し、除藻カゴが上下および横行が出来るよう整備調整すること。 

 

２－４（保証期間） 

本工事に係る工事目的物についての保証期間は、当企業団へ引き渡しの日から１年間とする。 

引き渡しの日から起算して、１年以内に生じた受注者の責に起因する不具合については、

無償にて速やかに現品の取換え、もしくは、復旧修理を行うこととする。 

上記の措置を行った場合は、その都度事故の内容、原因および措置を講じた事項に関する

報告書を、当企業団に提出するものとする。 

 

２－５（その他） 

１．当工事に必要な資材、重機、工具等はすべて請負人が用意すること。 

２．機器の承諾図を監督員に提出し、承諾を受けてから機器の発注をすること。 



 

 

３． 水質汚濁防止のため、ニクサリの油を除去してから取付をすること。 

４．除藻カゴを陸上に引き上げての作業は、浄水処理時間確保の関係で平日の１０時から１

４時までとする。但し荒天の場合は、作業不可とする。 

５．ホイストの設置および調整作業は、株式会社キトーのサービスネットワークに登録され

ている業者がおこなうこと。 

６．契約書および仕様書に明記されていない事項については、当企業団と協議して定めるも

のとする。また、指示されていない事項であっても工事遂行上、当然必要とする事項は、

良識ある判断に基づいて行わなければならない。 

７．書類、完成図書の提出については、監督員の指示する書類を提出すること。 

８．工事の際は、上水道施設運用に支障がでないよう十分に配慮し、特に水質汚染に繋

がる行為は行わないこと。 

 


